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i

まえがき

日本の介護専門学校は、以下のような有利な条件の下で留学生を確保してきたが、近年

の社会環境の変化で、その有利な条件が失われつつあるのではないでしょうか。

まず、介護専門学校は、介護福祉士の国家資格取得について、国家試験が免除されてき

たので、留学生は確実に国家資格を取得できることに魅力を感じていました。しかし、2027年

度卒業をもって、この免除措置が終了するかもしれないのです。

介護業界の介護福祉士確保ニーズが高い中、学校は売り手優位の労働市場で、留学生

の就職先探しに困難はありませんでした。しかし、介護労働者の確保難から、介護技能実習

制度が始まり、さらに介護特定技能制度が始まると、介護業界は介護専門学校の留学生よ

りも、これらのルートからの外国人介護人材を即戦力としての採用する傾向が強まっていま

す。

介護人材確保のために、介護業界は貸付型の奨学金制度を整備し、都道府県も国の医

療介護総合整備基金で、奨学金制度に取り組む介護事業所を支援する仕組みを整備しまし

た。これは、日本国内の日本語学校で学ぶ留学生にとっては、介護専門学校に進学する経

済的な魅力になりました。しかし、日本語学校が特定技能の監理支援団体としての事業に乗

り出しています。さらに、特定技能の監理支援事業所が、現地での留学生募集から介護業界

への就職、職場での日本語教育・介護教育、さらには介護福祉士国家試験対策までの一気

通貫支援体制をビジネスとして展開するようになると、奨学金制度だけでは、介護専門学校

の経済的魅力は薄れます。

介護専門学校は、主に日本にある日本語学校留学生からの入学者確保をすることが多く、

その日本語学校が、現地の送り出し機関がさらにブローカー的なエージェントを通じて留学

希望者を募集する際の費用を負担している実態には無頓着であったかもしれません。しかし、

現地で、直接募集活動に乗り出さざるを得なくなると、世界の介護人材確保競争という趨勢

の中で、不明朗で相場的なコストの負担への対応が迫られます。

これまで、国際的にトップ水準の経済力を背景に、日本の介護専門学校は、海外からの出

稼ぎ者にとっては魅力的な職業教育の場でした。しかし、世界経済がグローバルな人口高齢

化に伴い、介護労働需要が世界的に広がり、介護人材確保競争が激化する上に、日本の経

済力停滞の下で為替相場の低迷も相まって、出稼ぎ移民にとっては日本への海外留学は、

経済的な魅力のない進路となりつつあるのかもしれません。

介護専門学校は、日本国内労働市場における中核的介護人材の養成においては、日本

独自の介護福祉士資格という国家資格制度で、独占的な地位を確保していました。日本で

定住するための在留資格を取得する上でも有利な介護福祉士資格の取得の道でした。しか

し、国際的にみると、日本の介護福祉士資格は国際的な標準化、共用化、調和化にいたって

いないために、いわゆる特殊進化したガラパゴス的特性が災いして、国際的な移動を伴うキ

ャリア形成上のデスキリング（技術貶化）を生じかねない状況に置かれています。

本報告書は、文部科学省の教育政策推進事業委託費によ

る委託事業として、≪学校法人敬心学園 職業教育研究開

発センター≫が実施した令和６年度「専修学校の国際化推

進事業」の成果をとりまとめたものです。
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ii

日本の介護専門学校は、テキスト、教員、実習先が全て日本語・日本文化を知っているこ

とを前提にして組み立てられており、留学生にも日本人の日本語並みの能力を要求してきま

した。しかし、多様な国からの留学生を受け入れるようになると、テキスト、教員の外国語能

力などのスキル・アップが必要になります。

しかし、介護教育における日本語要件は、留学生のとっては大きな障壁です。2026 年から

は、試験によって日本語能力が示せない限り、1 年間の日本語教育が必須要件となります。

それは、介護専門学校は、日本語学校との連携あるいは、別科としての日本語コースを設置

する必要性を迫られるという意味でもあります。

また、2026 年度からは、専門学校の授業の単位制度化が実施されます。これまでの学年

制ではなく、単位制になれば、国内外の大学やほかの専門学校との単位互換等を通じて、

転入学、進学が容易になります。これはリカレント教育・リスキリング教育にとっては都合の

良いことですが、こうしたマイクロ・クレデンシャル方式の教育課程への転換は、学生像の変

化をも意味します。これまでのような新卒者だけでなく、留学生も含めた多様な社会人を受け

入れるために、介護の授業内容をより詳細に特性を明確にして、リカレント・リスキリングのニ

ーズに応える職業教育に仕上げる必要があります。

これまで、介護専門学校は、就職に有利な職業教育機関であることを留学生に示して、学

生確保を図るという個人消費者向けのビジネス（いわゆるB2C）として成立していました。しか

し、少子化が進むと、個人消費者としての留学生を対象とするビジネスモデルではなく、外国

人介護職員を抱える事業所を取引相手とするビジネス（いわゆる B２B）や、地域の介護労働

力確保を図る自治体や職員研修を委託したい海外の事業所を取引相手とするビジネス（い

わゆる B2G）のモデルを展開する必要があります。さまざまな改革は、まさにこのような転機

に関わることとして取り組まれています。

そこで、私たちは、あえて、留学生は少ないタイを日本式介護の普及拠点とすることを見据

えながら、これまでの介護専門学校の脱皮を図ることにしました。本年度は課題が明確にす

る結果になりました。今後は、これらの課題を解決するための実験的な取り組みを「職業教

育連携」という枠組みで取り組んでいきたいと思います。

2025年 2月 28日

敬心学園職業教育研究開発センター センター長 小川全夫
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日本の介護スキル

麻生医療福祉＆保育専門学校
案納 賀世子

日本の介護スキルの特徴 ①

個人に合わせたケア

ポイント
①利用者一人ひとりに合わせたケアが基本

②尊厳と自立を重視した対応

ドライブ 行きます

カフェ
みんなでお茶します

趣味活動

いつも見守りますゆとりのある広い作りで安全配慮

福祉用具で自立支援
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日本の介護スキルの特徴③

認知症ケアの先進性

ポイント
①非薬物療法や個別対応を重視

②情緒安定を図る工夫が特徴的

地域でささえる
認知症サポーター

ユマニチュード

回想法

日本の介護スキルの特徴④

最新テクノロジーの活用

ポイント
①介護ロボットやICT活用で効率化

②夜間の見守りや転倒検知システムなど

介護ロボット
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ICTシステム 日本の介護スキルの特徴⑤

チーム連携の強み

ポイント
①医療職・リハビリ職・介護福祉士等の多職種連携

②家族も含めた支援
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かずこさん 80歳
一人暮らし

最近物忘れが目立ち始めた

家事で失敗することが増えてきた

大好きだった料理ができなくなってきた

失敗により自信を無くし、

この先暮らしていけるのだろうか不安

深く落ち込んでしまった

日本の介護スキルの魅力

１、個人に合わせたケア
２、高い介護技術
３、認知症ケアの進化
４、介護ロボット・ICTの導入
５、チーム連携の強み

世界的にも注目される
日本独自の強み
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資料７ タイ介護学生について事業所の受入意向調査：介護専修学校側からの認識

（１－４－６ 関連資料）

１ N専門学校との協議の経緯と結果： 体制整備が間に合わなかったケース

文科省委託事業についてわれわれが事業提案した背景を説明し、タイ留学生 5 名の受入

れを、N専門学校に依頼した。経費支弁者としての介護施設の確保にむけて国際交流センタ

ーが早急に取り組むことをお願いした。

既に、国際交流センターが設置されていることで分かるように専門学校の国際化につい

ての取り組みは進められていた。23年 5月には韓国の大学と国際教育提携を締結したほか、

アジアの日本語学校や職業大学との協定も拡大中で、外国人留学生の受け入れを本格化さ

せている。しかしタイからの留学生に対する取り組みは初めてである。

現在、保育系の専門学校の吸収合併で定員再編が見込まれるので、その中で、外国人留学

生枠を確保することは可能であるという話であった。

ただ、ここは日本語コースを持っていないので、基本的には、他の日本語学校で N２を取

得した留学生の進学を受け入れるという方針で進めてきた。ただ、札幌の日本語学校は、ど

こも満杯状態であり、あらたにタイからの留学生を受け入れられるかどうかはわからない。

しかし札幌とバンコクの間には直行便もあるので、行き来はしやすい点にメリットがある。

そこで、もし交渉の結果札幌では来年 4月に受け入れる日本語学校がない場合には、東京の

日本語学院で一旦教育してから、進学させるという代替案も提示した。いずれにしても、Ｎ

専門学校での留学生受入れは 2026年 4月からということで理解を得た。

Ｎ専門学校のある都道府県行政は外国人介護人材の確保政策については総合的な支援をし

ているとは言えない。これに業を煮やしたあるＨ町は独自の支援策を講じて、近隣市町村と

一緒に取り組みを始めたがその方策については公開していない。そこで、Ｎ専門学校ではあ

る市と提携して、新しい介護留学生確保策を検討中で、市議会の承認を得た後は多くの自治

体とその方式を共有して展開を図りたいということだった。

現地での募集から就職・定着までの一体的なシステム構築については、現在、自治体との連

携構想との関連で検討中であった。（ちなみに、Ｈ町は、既に独自のシステムを構築して、

募集から日本語教育、介護福祉教育、就職、定着に向けた一貫した支援システムを構築して

いる。）こうした動向も踏まえながら経費支弁者としての介護施設やそれを支援する自治体
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との交渉は今後できるだけ早く進める必要がある。

Ｎ専門学校は系列施設として老健を持っているので、現場における人材確保難の状況につ

いては理解している。留学生に対する授業料、奨学金、生活費の必要性と、その経費支弁者

としての施設の役割についても理解しているが、県の支援政策との接点確保は難しく、市町

村との連携に力を注いでいる。介護人材を特定技能で受け入れる方針とこれまで介護福祉

士資格者という質の確保を目指してきた方針との間の調整がとれていない。特に専門用語

の理解や介護記録の能力となると、特定技能では到底介護福祉士レベルには到達できない

だろう。戦力として一人前の人材に育てるには、専門学校コースが必要であることを認識す

るべきである。

今後の課題として、2024 年 4 月の日本語教育機関認定法が施行されたので、日本語学校は

今後、専任教員の配置、学習進捗管理、これまでの日本語能力試験（JLPT）に替えて CEFR

（Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, 

assessment）に基づくカリキュラムの企画・運営を 2029 年春までに改善する必要がある。

もし日本語学校がその課題を達成できなければ、留学生を受け入れることはできなくなる。

また、介護の専門学校も、2017年以来延期されてきた卒業生の国家試験免除がいよいよ 2028

年春をもって終了する。当面は、国家試験を受験しやすくなる仕組みとして、主として「パ

ート合格、受験方法、分割パターン」の見直しが図られ、2025 年度から実施する準備に入

っている。こうした動きに対して、介養協や介護福祉士会などは再度の延長を図っているが、

これほど施行を延長してる法はない。事態の展開を注視している。

敬心学園が進めようとしているプロジェクトは、こうした変化の時代に、日本語学校と連携

して介護専門学校の存在理由を確保する狙いを持っていると理解している。たとえ国家試

験に合格しなかったとしても、リカレント教育で介護福祉士資格取得に向けて補習できる

ようなシステムを日本語学校とも連携して取り込むことを構想していることも理解できる。

そのような取り組みの先駆けとして、卒業生組織（アルムナイ）の組織化が重要な課題とな

る。リカレントあるいはリスキリング需要に応えて専門学校が教育訓練を提供する仕組み

の確立が大きなビジネスチャンスにもなる。

Ｎ専門学校は、既に年 2回、同窓会誌を発行し、卒業生同士の交流やネットワークづくりを

促してきた。

23年 12月には全 20戸の外国人留学生専用寮が完成。日本の生活に適応するためのサポー

ト体制も充実させており、出入国在留管理局から「在籍管理適正校（クラスⅠ）」にも選定

されている。

その後、Ｎ専門学校は、本年度中の募集採用についての体制整備を続けたが、入管手続きの

期限に間に合わないことが分かった段階で、本年度の取り組みはいったん終了した。

２ K専門学校との協議の経緯と結果： 既存体制の追加的努力で契約に至ったケース

本事業の趣旨を説明。課題は K専門学校も共有。

理事長は、留学生は何人でも受け入れるという方針なので、ほかの地域の受入れ見込みを伝

えたうえで、10人の受入れを要望した。

しかし、実際的な回答としては、既に日本語学科で来年度受け入れる留学生枠はほとんど埋

まっているので、追加できるのは３人が精一杯かという回答だった。

主な理由は、奨学金制度を適用できる留学生の数が既に決まっており、追加するのが難しい

ことであった。福岡県は政令都市としての北九州市には関与しないとして 6 月には県内の

介護事業所に向けて、介護の奨学金制度についての説明会を始めた。介護教育と日本語教育

の３年間の継続的な奨学金を出した施設には、県がその費用の一部を補填するという制度

である。福岡県が、日本語学校まで介護奨学金対象にしたのは 2021年からである。

K 専門学校は、8 月には留学希望者と事業所のマッチングを行った。留学生には N３レベル

の日本語能力を入学前までに習得することを求めた。留学希望者はアルバイトで生活費を

稼ぐ必要があるので、日本語学校と介護専門学校が近接しているところを希望する傾向が

強い。既に 9月末現在 47名、福岡市内で 30名の定員枠を満たしているということだった。

現在は契約書作成の段階に入っている。福岡入管の締め切りは 11 月 29 日。時間的に今か

らの追加申請は難しい。国際志学園は、北九州市は経由せず、直接福岡県に働きかけて数名

の留学生奨学金枠を獲得しているが、その対象者はすでに決まっている。

３人のタイ留学生について、国際志学園が受け入れる上でも、奨学金制度を利用して留学生

採用を図る施設を、経費支弁者とするべく、探さなければならないので、これから営業する

ということであった。
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現在、N専門学校の所属する法人は、別ので、新しい日本語学校の設立認可を申請している

ので、これが認可になれば、12 月までに追加的な留学生受け入れの見込みはたつかもしれ

ない。この場合は、認可された後でしか入管手続きも始められないので、一般的な締め切り

よりも遅れて手続きをすることが特例として認められている。

しかし、その場合も経費支弁者を日本側で用意するには、当該県の奨学金制度やそれに対応

した当該県内の施設の意向などを纏める必要がある。しかし、それは、今からだと事実上か

なり難しい。

もちろん、タイ側で既に N２レベルの日本語を取得している介護留学希望者については、入

管手続きについては遅くてもいい。経費支弁者についても、自費ないしタイ国側で用意され

るなら、入管手続きは簡単である。特にタイ国については審査が簡単である。N２レベルの

留学生を国際志学園介護学科に直接受け入れることはできるので、その可能性を検討する

必要がある。

タイの高校以上の教育機関は日本語学科やコースを持っているところがあるので、その在

学生や卒業者に募集することも、本事業の戦略に入れて考えた方がいいのかもしれない。

その後、K専門学校は、同じ法人傘下の老健施設の合意を得て、2名のタイ留学生と経費支

弁関係を築くことができた。

３ F専門学校との協議の経緯と結果： 新体制整備の努力が実らず契約破棄されたケ

ース

専門学校の校舎は、７階建ての複合型高齢者福祉施設「ケアスタ福岡」の２階と３階に置く。

２階は職員室や教室、家政実習室、３階は入浴実習室.や介護実習室、そのほか校舎内には、

図書室や和室、カフェ型の休憩スペースなど。1階はデイサービスセンター、4階は笙希望

多機能型居宅介護フロアー、5 階はサービス付き高齢者向け住宅フロアー、6・７階はグル

ープホーム。特別養護老人ホームやショートステイ、デイサービスなどさまざまな形態の福

祉施設を運営しており、全 15事業所で実習可能。

近くには「リトルアジア」のマーケットがあり、ミャンマー人やカンボジア人の小乗仏教の

祈りの場も用意されている。

本事業の説明について、基本的には活動開始時期が遅れていることを共通認識しながら、協

議を開始した。ここは 1990年設立の学校法人であった。1995年専門士認定。2015年職業実

践専門課程認定。2018年運営法人が社会福祉法人に変更している。

これまでの留学生については、F専門学校の運営主体である社会福祉法人が経費支弁者とな

って、受け入れてきた。しかし、経費支弁関係にあったからといって、実際の採用予定事業

所については限定しない方針を貫いてきた。採用はあくまでも事後マッチングという考え

方をとっている。２年目以降に日本人と同じように就職先を留学生が絞り込んでいく。この

学校の方針が、入国の段階から就職先を縛るやり方を嫌う留学生には好評で、応募者確保に

苦労しない状況を生み出している。2年目に、採用したい介護事業所が採用情報提供、それ

に学生（日本人学生も留学生も一緒に）が第 1希望、第 2希望、第 3希望を提出。その希望

に名前が挙がらなかった事業所はマッチングの場には呼ばれない。

本事業の職業教育連携を、送り出し国にまで拡大して取り組むためには、日本語学校を持た

ない F専門学校としては、連携先を探さなければならない課題がある。しかし、日本側で受

け入れる日本語学校については、近くの日本語学校等との連携もできているので、声掛けは

できる。ただ、日本語学校には日本語学校向けの奨学金制度はあるが、介護の奨学金とは連

動していない。

F専門学校は基本的に送り出しのエージェントは使わない方針で対応してきた。当初、エー

ジェントを使ったこともあったが、N2 レベルの学生を紹介すれば何十万円ほしいというエ

ージェントの要求にはとても対応できないと考えたためである。現在は、既に日本語学校で

学んでいる留学生から入学者を募集している。全国の日本語学校から応募者がいる。コロナ

明けの時には 250名の応募があり、140名が受験した。今年のオープンキャンパスでも 160

名が来ている。ここでは 2 年生 25 名の学生のうち 16 名が外国人うちネパール人が 12 名、

1年生 40名のうち外国人 27名うちネパール人 14名。

東京、福島、高知、富山などからも応募者は多い。特に、福岡市はネパール人留学生コミュ

ニティが成立している。ネパール留学生は、資格取得・就職後は直ちに結婚、呼び寄せ、出

産する。呼び寄せられた家族はネパール人経営会社でのアルバイトも可能となっている。応

募者は、すべてパーソナル・インフルエンスでこの専門学校を探し当てている。インスタグ

ラムの情報共有で行動しており、ホームページ情報や事業所の説明会情報の信用度は低い。

今後は、福岡は住みよいから集まれという情報だけでなく、そろそろ介護の厳しい面につい

ても、ネパール留学生から情報が発信されるかもしれない時期なので、それには注意をして

いる。

F 専門学校の留学生に対する奨学金を用意するために、奨学会を 25 法人で組織している。
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現在、N専門学校の所属する法人は、別ので、新しい日本語学校の設立認可を申請している

ので、これが認可になれば、12 月までに追加的な留学生受け入れの見込みはたつかもしれ

ない。この場合は、認可された後でしか入管手続きも始められないので、一般的な締め切り

よりも遅れて手続きをすることが特例として認められている。

しかし、その場合も経費支弁者を日本側で用意するには、当該県の奨学金制度やそれに対応

した当該県内の施設の意向などを纏める必要がある。しかし、それは、今からだと事実上か

なり難しい。

もちろん、タイ側で既に N２レベルの日本語を取得している介護留学希望者については、入

管手続きについては遅くてもいい。経費支弁者についても、自費ないしタイ国側で用意され

るなら、入管手続きは簡単である。特にタイ国については審査が簡単である。N２レベルの

留学生を国際志学園介護学科に直接受け入れることはできるので、その可能性を検討する

必要がある。

タイの高校以上の教育機関は日本語学科やコースを持っているところがあるので、その在

学生や卒業者に募集することも、本事業の戦略に入れて考えた方がいいのかもしれない。

その後、K専門学校は、同じ法人傘下の老健施設の合意を得て、2名のタイ留学生と経費支

弁関係を築くことができた。

３ F専門学校との協議の経緯と結果： 新体制整備の努力が実らず契約破棄されたケ

ース

専門学校の校舎は、７階建ての複合型高齢者福祉施設「ケアスタ福岡」の２階と３階に置く。

２階は職員室や教室、家政実習室、３階は入浴実習室.や介護実習室、そのほか校舎内には、

図書室や和室、カフェ型の休憩スペースなど。1階はデイサービスセンター、4階は笙希望

多機能型居宅介護フロアー、5 階はサービス付き高齢者向け住宅フロアー、6・７階はグル

ープホーム。特別養護老人ホームやショートステイ、デイサービスなどさまざまな形態の福

祉施設を運営しており、全 15事業所で実習可能。

近くには「リトルアジア」のマーケットがあり、ミャンマー人やカンボジア人の小乗仏教の

祈りの場も用意されている。

本事業の説明について、基本的には活動開始時期が遅れていることを共通認識しながら、協

議を開始した。ここは 1990年設立の学校法人であった。1995年専門士認定。2015年職業実

践専門課程認定。2018年運営法人が社会福祉法人に変更している。

これまでの留学生については、F専門学校の運営主体である社会福祉法人が経費支弁者とな

って、受け入れてきた。しかし、経費支弁関係にあったからといって、実際の採用予定事業

所については限定しない方針を貫いてきた。採用はあくまでも事後マッチングという考え

方をとっている。２年目以降に日本人と同じように就職先を留学生が絞り込んでいく。この

学校の方針が、入国の段階から就職先を縛るやり方を嫌う留学生には好評で、応募者確保に

苦労しない状況を生み出している。2年目に、採用したい介護事業所が採用情報提供、それ

に学生（日本人学生も留学生も一緒に）が第 1希望、第 2希望、第 3希望を提出。その希望

に名前が挙がらなかった事業所はマッチングの場には呼ばれない。

本事業の職業教育連携を、送り出し国にまで拡大して取り組むためには、日本語学校を持た

ない F専門学校としては、連携先を探さなければならない課題がある。しかし、日本側で受

け入れる日本語学校については、近くの日本語学校等との連携もできているので、声掛けは

できる。ただ、日本語学校には日本語学校向けの奨学金制度はあるが、介護の奨学金とは連

動していない。

F専門学校は基本的に送り出しのエージェントは使わない方針で対応してきた。当初、エー

ジェントを使ったこともあったが、N2 レベルの学生を紹介すれば何十万円ほしいというエ

ージェントの要求にはとても対応できないと考えたためである。現在は、既に日本語学校で

学んでいる留学生から入学者を募集している。全国の日本語学校から応募者がいる。コロナ

明けの時には 250名の応募があり、140名が受験した。今年のオープンキャンパスでも 160

名が来ている。ここでは 2 年生 25 名の学生のうち 16 名が外国人うちネパール人が 12 名、

1年生 40名のうち外国人 27名うちネパール人 14名。

東京、福島、高知、富山などからも応募者は多い。特に、福岡市はネパール人留学生コミュ

ニティが成立している。ネパール留学生は、資格取得・就職後は直ちに結婚、呼び寄せ、出

産する。呼び寄せられた家族はネパール人経営会社でのアルバイトも可能となっている。応

募者は、すべてパーソナル・インフルエンスでこの専門学校を探し当てている。インスタグ

ラムの情報共有で行動しており、ホームページ情報や事業所の説明会情報の信用度は低い。

今後は、福岡は住みよいから集まれという情報だけでなく、そろそろ介護の厳しい面につい

ても、ネパール留学生から情報が発信されるかもしれない時期なので、それには注意をして

いる。

F 専門学校の留学生に対する奨学金を用意するために、奨学会を 25 法人で組織している。
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法人独自の貸与型奨学金制度（月 5万円、入学準備金 20万円、就職準備金 20万円貸与。卒

後 1年以内に福岡県内就職、5年勤続すれば返還免除）で対応してきた。しかし、この制度

は日本語学校在学中の留学生のことまでは考えていない。日本語学校の留学生は介護事業

所に就職するとは限らない。日本語学校にいる段階から留学生に奨学金を出せるようにす

るためには、体制整備が必要になる。

もうひとつの大きな問題は、介護福祉士養成施設への国家試験導入免除期間が令和 8 年度

に切れること。「養成施設で学べば自動的に介護福祉士資格が得られる」というメリットが

失われれば、介護専門学校に外国人介護人材どころか日本人介護人材も集まらず、廃校にな

るだろう。准介護福祉士という資格の具体化も始まるだろうが、今の介護福祉士資格取得を

前提にした奨学金制度は、准介護福祉士には適用できないかもしれない。介護福祉士会は准

介護福祉士資格制度そのものに反対をしている。

今後のことを考えると、県内の連携促進、入管との情報交換、日本語コースを併設している

専門学校、介護事業所との連携などは喫緊の課題である。留学生コースでの外国人介護人材

確保については、県ごとに濃淡がある。ともあれ、本事業については、法人と相談してみる

ということだった。

その後、協力意向が示された。その内容は以下の通り。

案１

・入国審査に伴う経費支弁費 130 万円をリスクヘッジするために、複数の介護専門学校留

学生を支援するため就職先法人で基金を設立する。

・参加法人は設立時に 130万円を基金に入れる。

・基金からタイ留学生に日本語学校学費等の費用 130万円を支出する。

・当該留学生を採用した（する）法人は、基金に 130万円を入金する。

・130万円は返済義務のある奨学金とする。

・基金設置は敬心学園が先導して行う。

・介護専門学校入学後は、すでに奨学金制度を設けている法人は、その奨学金制度を

活用する。

・奨学金制度を設けていない法人は、新規導入する必要がある。

・入国審査提出書類については、基金制度運営先との契約書もしくは運営規程の提出

となる。

※本事業が留学生受け入れの研究事業ということであれば、このような新しい取り組

みがあっても良いのではないか。

案２

・法人関連の介護事業所で採用するためのタイ国留学生受け入れを行う。

日本語学校 130万円は F専門学校の所属する社会福祉法人が支払う。（返済義務あり）

F専門学校在籍中の奨学金は返済猶予・免除とする。

福岡県修学資金の連帯保証人は F専門学校が所属する社会福祉法人がなる。

就職先は、関連する社会福祉法人となる。

案 1を優先して検討して、難しい場合は案 2での受け入れをする。

その後、案１は、複数法人の協議を進める時間的余裕がないので、案２で対応することにな

った。（この課題は次年度以降のコンソーシアム組織化の宿題となる。）とりあえず、F専門

学校は介護事業所への就職に向けて日本語学校方一気通貫する体制整備に取り組み、法人

理事会の手続き、弁護士による契約書チェックまで進めて、留学生の応募枠も拡大して本

事業に多大の協力を得た。しかし、入管手続きの申請も済ませた 12月 1日に、突然留学希

望者が辞退する結果となった。

４ A専門学校との協議の経緯と結果： 既存の体制で契約にいたった例

A専門学校に本事業への協力を要請したところ、日本語コースも同一法人の専門学校グルー

プの中に設置されており、既存の体制で、受け入れ可能ということであった。しかし今後の

課題としては、日本語コースが今後 2年間コースに改編されることになるために、1年間だ

け受けるという留学生については、一旦日本語学校を退学して、介護専門学校に入学させる

という在留資格変更手続きや、経費支弁関係構築の課題を抱えている。

A専門学校は、留学生に向けて国際介護福祉科（1年コース）という JLPTN3レベルの日本語

学修コースがあり、入学金 15万円、校納金 73万円、教材費等 9万円で入学させている。終

了時には N２レベルの日本語を習得して、介護福祉科２年課程に進学する。国際介護福祉科

の留学生はほとんどが企業でのアルバイトで学費を稼いでいる。介護福祉科に進学した留

学生は、入学金 15万円、校納金 95万円を納めるが、福岡県介護福祉士等修学資金貸付事業

で、就学金 5万円／月、入学準備金 20万円、就職準備金 20万円、国家試験対策費用 8万円

が貸与される（2年間で 168万円）。専門学校卒業後 1年以内に福岡県内で介護福祉士とし

て介護業務に 5か年間従事すると修学資金返還は免除される。

そのほかに校納金免除の制度があり、学士号保持者には 5 万円の免除、日本語能力試験 N2

合格者には 5万円の免除、出席率優良者には 3万円の免除、入学前に N3以上取得した者に

は 1年目の校納金から 5万円免除される。

A 専門学校は、現在ミャンマーで、「高専モデル」で、介護留学生を養成するプロジェクト
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法人独自の貸与型奨学金制度（月 5万円、入学準備金 20万円、就職準備金 20万円貸与。卒

後 1年以内に福岡県内就職、5年勤続すれば返還免除）で対応してきた。しかし、この制度

は日本語学校在学中の留学生のことまでは考えていない。日本語学校の留学生は介護事業

所に就職するとは限らない。日本語学校にいる段階から留学生に奨学金を出せるようにす

るためには、体制整備が必要になる。

もうひとつの大きな問題は、介護福祉士養成施設への国家試験導入免除期間が令和 8 年度

に切れること。「養成施設で学べば自動的に介護福祉士資格が得られる」というメリットが

失われれば、介護専門学校に外国人介護人材どころか日本人介護人材も集まらず、廃校にな

るだろう。准介護福祉士という資格の具体化も始まるだろうが、今の介護福祉士資格取得を

前提にした奨学金制度は、准介護福祉士には適用できないかもしれない。介護福祉士会は准

介護福祉士資格制度そのものに反対をしている。

今後のことを考えると、県内の連携促進、入管との情報交換、日本語コースを併設している

専門学校、介護事業所との連携などは喫緊の課題である。留学生コースでの外国人介護人材

確保については、県ごとに濃淡がある。ともあれ、本事業については、法人と相談してみる

ということだった。

その後、協力意向が示された。その内容は以下の通り。

案１

・入国審査に伴う経費支弁費 130 万円をリスクヘッジするために、複数の介護専門学校留

学生を支援するため就職先法人で基金を設立する。

・参加法人は設立時に 130万円を基金に入れる。

・基金からタイ留学生に日本語学校学費等の費用 130万円を支出する。

・当該留学生を採用した（する）法人は、基金に 130万円を入金する。

・130万円は返済義務のある奨学金とする。

・基金設置は敬心学園が先導して行う。

・介護専門学校入学後は、すでに奨学金制度を設けている法人は、その奨学金制度を

活用する。

・奨学金制度を設けていない法人は、新規導入する必要がある。

・入国審査提出書類については、基金制度運営先との契約書もしくは運営規程の提出

となる。

※本事業が留学生受け入れの研究事業ということであれば、このような新しい取り組

みがあっても良いのではないか。

案２

・法人関連の介護事業所で採用するためのタイ国留学生受け入れを行う。

日本語学校 130万円は F専門学校の所属する社会福祉法人が支払う。（返済義務あり）

F専門学校在籍中の奨学金は返済猶予・免除とする。

福岡県修学資金の連帯保証人は F専門学校が所属する社会福祉法人がなる。

就職先は、関連する社会福祉法人となる。

案 1を優先して検討して、難しい場合は案 2での受け入れをする。

その後、案１は、複数法人の協議を進める時間的余裕がないので、案２で対応することにな

った。（この課題は次年度以降のコンソーシアム組織化の宿題となる。）とりあえず、F専門

学校は介護事業所への就職に向けて日本語学校方一気通貫する体制整備に取り組み、法人

理事会の手続き、弁護士による契約書チェックまで進めて、留学生の応募枠も拡大して本

事業に多大の協力を得た。しかし、入管手続きの申請も済ませた 12月 1日に、突然留学希

望者が辞退する結果となった。

４ A専門学校との協議の経緯と結果： 既存の体制で契約にいたった例

A専門学校に本事業への協力を要請したところ、日本語コースも同一法人の専門学校グルー

プの中に設置されており、既存の体制で、受け入れ可能ということであった。しかし今後の

課題としては、日本語コースが今後 2年間コースに改編されることになるために、1年間だ

け受けるという留学生については、一旦日本語学校を退学して、介護専門学校に入学させる

という在留資格変更手続きや、経費支弁関係構築の課題を抱えている。

A専門学校は、留学生に向けて国際介護福祉科（1年コース）という JLPTN3レベルの日本語

学修コースがあり、入学金 15万円、校納金 73万円、教材費等 9万円で入学させている。終

了時には N２レベルの日本語を習得して、介護福祉科２年課程に進学する。国際介護福祉科

の留学生はほとんどが企業でのアルバイトで学費を稼いでいる。介護福祉科に進学した留

学生は、入学金 15万円、校納金 95万円を納めるが、福岡県介護福祉士等修学資金貸付事業

で、就学金 5万円／月、入学準備金 20万円、就職準備金 20万円、国家試験対策費用 8万円

が貸与される（2年間で 168万円）。専門学校卒業後 1年以内に福岡県内で介護福祉士とし

て介護業務に 5か年間従事すると修学資金返還は免除される。

そのほかに校納金免除の制度があり、学士号保持者には 5 万円の免除、日本語能力試験 N2

合格者には 5万円の免除、出席率優良者には 3万円の免除、入学前に N3以上取得した者に

は 1年目の校納金から 5万円免除される。

A 専門学校は、現在ミャンマーで、「高専モデル」で、介護留学生を養成するプロジェクト
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を、現地の送り出し機関と協力する動きがある。（ちなみに「高専」モデルについては、以

下のような展開がある。笹川平和財団がモンゴルで高専のフィジビリティスタディを始め

たのがきっかけである。事業を進める中で、日本の政府機関、国立高専機構などをどう引き

出して関係をつくるかが難しかったという。IETや一般社団法人「モンゴルに日本式高専を

つくる支援の会」などと協力して、日本人専門家のモンゴルへの派遣や、モンゴル人教員の

日本での研修、学生の日本、モンゴル企業におけるインターンシップ（就業体験）などを実

施して、２０１６年４月、当時の教育科学相、ルブサンニャム・ガントゥムルのイニシアチ

ブで、「高等教育に関する法律」が改正され、高専が「技術カレッジ」と高等教育機関とし

て位置づけられた。このような動きに触発されて、タイとベトナムでは国立高専機構が、笹

川平和財団のノウハウに倣い、モンゴルの経験を共有する形で普及することになった。現在、

ミャンマーやカザフスタン、ウズベキスタンも関心を抱いている。介護の分野では、日本の

高専で教育訓練していないが、タイの関係者からは、「介護の高専モデル」を構築してはど

うかという声が、個人的には届いている。）

資料８ 北工学園旭川介護福祉専門学校と東川町の連携

インターネットによるクリッピング

１．東川町の国際化戦略： まずは公立日本語学校の設置

北海道上川郡東川町は、特区申請による幼保一元化にはいち早く取り組み、ふるさと

納税は「ひがしかわ株主制度」という独自の解釈を加えて促進している。町内だけで使

えるポイントカードも始まった。人口が 8,000人に回復した 2014年、「写真の町」から

歩を前に進め、「写真文化首都宣言」を行った。町がその次に掲げるのが「世界の人々

に開かれた町」であった。

東川町はカナダやラトビアの都市と姉妹都市条約を結び、韓国の都市とは文化交流

協定を結ぶ。2009年には韓国の中高生 46名を受け入れ、東川町短期日本語・日本文化

研修事業をスタートさせた。成長著しい近隣諸国と友好をはかり、日本語・日本文化を

世界に発信することを通じて国際交流を続けており、2014 年までの 5 年間に約 1,000

名の短期滞在の日本語学習者を受け入れた。もっともこの事業が具現化したのには偶

然も手伝った。

町内の専門学校で学んだ留学生が町を好きになり、留学生から町内滞在型の日本語学

習で外国人を誘致してはどうかと提案があった。それをすぐに実現すべく、町の担当者

が韓国に飛び、話をまとめてきたという。そのスピーディーな対応に町づくりへの姿勢

が現れているように感じる。町を好きになった外国人が、次の外国人をつれてくるとい

う好循環も生まれている。

町内にある専門学校にはピーク時で 600名を超える生徒が在籍し、（学生たちが町に

いてくれたおかげで）過疎化を克服してきた。とはいっても少子化の影響は避けられず、

現在は４分の１の 150 名程度に減少してしまい、町が用意した学生寮にも空き室が目

立ってきた。このままだと田舎の町の人口減少に歯止めをかけた専門学校が消えるこ

とになるという危機感から効率の日本語学校という構想が生まれた。

2009 年から、介護人材育成などを目的に外国人留学生の受け入れをスタートし、14

年からは町内の北工学園旭川福祉専門学校に日本語学科や留学生向け介護学科を開設。

さらに、15年 10月には全国初の公立日本語学校である「東川町立東川日本語学校」も

開校した。
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を、現地の送り出し機関と協力する動きがある。（ちなみに「高専」モデルについては、以

下のような展開がある。笹川平和財団がモンゴルで高専のフィジビリティスタディを始め

たのがきっかけである。事業を進める中で、日本の政府機関、国立高専機構などをどう引き

出して関係をつくるかが難しかったという。IETや一般社団法人「モンゴルに日本式高専を

つくる支援の会」などと協力して、日本人専門家のモンゴルへの派遣や、モンゴル人教員の

日本での研修、学生の日本、モンゴル企業におけるインターンシップ（就業体験）などを実

施して、２０１６年４月、当時の教育科学相、ルブサンニャム・ガントゥムルのイニシアチ

ブで、「高等教育に関する法律」が改正され、高専が「技術カレッジ」と高等教育機関とし

て位置づけられた。このような動きに触発されて、タイとベトナムでは国立高専機構が、笹

川平和財団のノウハウに倣い、モンゴルの経験を共有する形で普及することになった。現在、

ミャンマーやカザフスタン、ウズベキスタンも関心を抱いている。介護の分野では、日本の

高専で教育訓練していないが、タイの関係者からは、「介護の高専モデル」を構築してはど

うかという声が、個人的には届いている。）

資料８ 北工学園旭川介護福祉専門学校と東川町の連携

インターネットによるクリッピング

１．東川町の国際化戦略： まずは公立日本語学校の設置

北海道上川郡東川町は、特区申請による幼保一元化にはいち早く取り組み、ふるさと

納税は「ひがしかわ株主制度」という独自の解釈を加えて促進している。町内だけで使

えるポイントカードも始まった。人口が 8,000人に回復した 2014年、「写真の町」から

歩を前に進め、「写真文化首都宣言」を行った。町がその次に掲げるのが「世界の人々

に開かれた町」であった。

東川町はカナダやラトビアの都市と姉妹都市条約を結び、韓国の都市とは文化交流

協定を結ぶ。2009年には韓国の中高生 46名を受け入れ、東川町短期日本語・日本文化

研修事業をスタートさせた。成長著しい近隣諸国と友好をはかり、日本語・日本文化を

世界に発信することを通じて国際交流を続けており、2014 年までの 5 年間に約 1,000

名の短期滞在の日本語学習者を受け入れた。もっともこの事業が具現化したのには偶

然も手伝った。

町内の専門学校で学んだ留学生が町を好きになり、留学生から町内滞在型の日本語学

習で外国人を誘致してはどうかと提案があった。それをすぐに実現すべく、町の担当者

が韓国に飛び、話をまとめてきたという。そのスピーディーな対応に町づくりへの姿勢

が現れているように感じる。町を好きになった外国人が、次の外国人をつれてくるとい

う好循環も生まれている。

町内にある専門学校にはピーク時で 600名を超える生徒が在籍し、（学生たちが町に

いてくれたおかげで）過疎化を克服してきた。とはいっても少子化の影響は避けられず、

現在は４分の１の 150 名程度に減少してしまい、町が用意した学生寮にも空き室が目

立ってきた。このままだと田舎の町の人口減少に歯止めをかけた専門学校が消えるこ

とになるという危機感から効率の日本語学校という構想が生まれた。

2009 年から、介護人材育成などを目的に外国人留学生の受け入れをスタートし、14

年からは町内の北工学園旭川福祉専門学校に日本語学科や留学生向け介護学科を開設。

さらに、15年 10月には全国初の公立日本語学校である「東川町立東川日本語学校」も

開校した。
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深刻化する高齢化と人口減少によって、介護や農業の現場を中心に労働力不足が喫緊

の課題となっている。また、都市部への人口流出と少子化によって歯止めがかからない

人口減少に悩む地方の自治体も数多くある。そのような中、東川町では、国内初の「公

立」の日本語学校の開校によって将来日本で働く労働力を養成しながら、町内への外国

人の移住促進によって他に類を見ない人口増加をめざしている。

2015 年に新設された東川町立東川日本語学校による外国人の移住増加で、東川町では

2021年 2月時点で 390人の外国人が住民として生活している。建物は、2014年に移転・

新築された東川小学校の旧校舎を再利用している。

授業料は年間 80万円(そのうち半額は町が奨学金として助成)。道内の各市町村の会員

からなる外国人介護福祉人材育成支援協議会による奨学金制度や、地域通貨フックポ

イントを毎月 8,000 ポイント付与するなどし、留学生を金銭面でもバックアップする

システムがある。住人からは奨学金制度による学費や寮費の補助など、外国人にだけ手

厚い制度を設けているとの批判が出ている。

しかし、留学生から授業料を得るので、町の収入が増える。留学生が住人となって町で

消費することになり、町の経済発展につながり、同時に町で働く若者の雇用も創出して

いる。日本語学校の校舎内に併設されている食堂で提供するランチは、町で採れた食材

を活用し、経済の活力を生んでいる。

外国人が住人となれば国からの交付税も増加する。国勢調査に基づく人口に応じて国

から地方交付税が交付されており、これには留学生も含まれる。例えば、留学生 280名

が人口にカウントされればその人数分の交付税が増える。町はその交付税を公共サー

ビスに還元している。具体的に言えば、高齢者タクシーのチケット配布や、保育サービ

スの充実、公共施設への投資、道路の補修、その他社会福祉に分配している。

過疎対策事業債、通称「過疎債」は過疎地域に指定された市町村が特別に認められた地

方債である。発行額に応じて国からの地方交付税が増額される過疎地域の貴重な財源

である。東川町は過疎債を取っていない。人口は増加しているため、過疎にはあたらな

いからだ。しかし、人口約 8,300人の町の財政は厳しい。

そこで東川町が活用しているのが外国人留学生の支援を目的とした国の特別交付税で

ある。年間約 4億円の町予算で、様々な事業を展開していて、その 8割が特別交付税と

して交付される。町立日本語学校のざっくりとした収支はこうだ。年間の授業料収入約

8,000 万円に対し、学校運営の支出は年間約 3～4,000 万円にとどまり黒字経営となっ

ている。では特別交付税は何に使われているのか。

まず町予算の 4 億円の中で、町独自の奨学金制度として留学生の授業料の 50％を交付

している。例えば、1年コースの授業料は 80万円なので、町がその 50％の 40万円を交

付する。また、全寮制の宿舎は朝夕の 2食付き 2人部屋で月額 6万 7,000円～7万 4,000

円の寮費がかかるが、このうち 4万円を町が奨学金として交付する。さらに町内に唯一

の専門学校の留学生にも同様の支援をしている。

それでは町予算 4 億円の自治体負担分の 2 割をどう賄っているのか。町が保有する学

生寮を第三セクターである株式会社東川振興公社に運営委託することにより、公社は

寮費の収入による利益を得るが、代わりに公社が管理するほかの施設の指定管理委託

料を減額することで、そのほとんどが賄える。つまり、4億円の予算を留学生の学費や

寮費の支援に活用し、その 8 割は特別交付税として国から交付され、町負担の 2 割に

ついては本来町が支出する指定管理委託料を予算から減額することで、予算の増大を

抑え実質の負担をゼロにしている。

地域限定のポイントカード「東川ユニバーサルカード（HUC：フック）」は、町内の約 100

店舗以上のお店で使えるポイントカードで、1ポイント 1円として使える。町で学ぶ留

学生に奨学金として付与するのは毎月 8,000 ポイント。生活者である留学生は喜んで

町内のお店で消費を始める。毎月の 8,000ポイント以上に、自分の財布からも消費する

から、買い物を通じて商店と留学生との交流にも華が咲く。

さらに町が力を入れるのは 5 年に一度の国勢調査である。人口一人当たりに対して国

から地方交付税が支給され、算出方法にもよるが一人当たり約 15万円程度の増収にな

る。留学生であっても国勢調査の基準となる 10月 1日時点で、3か月以上滞在してい

る、または 3か月以上滞在を予定していれば住人としてカウントされる。現在、町民の

うち 265 名は留学生。80 名は外国人定住者。この留学生の人口増加分で得られる財源

を町の事業に還元している。つまり住民としての留学生の増収分を、高齢者タクシーの

無料チケットや、子育て支援金、道路や建物のインフラ補修の財源に活用している。

東川日本語学校では、「単に日本語を教えるだけでなく、日本の生活習慣を学ぶ機会や、

茶道体験等を通じた日本人の心を学ぶ機会を設けており、日本人の住民とのトラブル

や苦情はあまり聞かない。留学生は小中学校の国際交流教科の時間や、地域の盆踊り・

敬老会などにも積極的に参加している。
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深刻化する高齢化と人口減少によって、介護や農業の現場を中心に労働力不足が喫緊

の課題となっている。また、都市部への人口流出と少子化によって歯止めがかからない

人口減少に悩む地方の自治体も数多くある。そのような中、東川町では、国内初の「公

立」の日本語学校の開校によって将来日本で働く労働力を養成しながら、町内への外国

人の移住促進によって他に類を見ない人口増加をめざしている。

2015 年に新設された東川町立東川日本語学校による外国人の移住増加で、東川町では

2021年 2月時点で 390人の外国人が住民として生活している。建物は、2014年に移転・

新築された東川小学校の旧校舎を再利用している。

授業料は年間 80万円(そのうち半額は町が奨学金として助成)。道内の各市町村の会員

からなる外国人介護福祉人材育成支援協議会による奨学金制度や、地域通貨フックポ

イントを毎月 8,000 ポイント付与するなどし、留学生を金銭面でもバックアップする

システムがある。住人からは奨学金制度による学費や寮費の補助など、外国人にだけ手

厚い制度を設けているとの批判が出ている。

しかし、留学生から授業料を得るので、町の収入が増える。留学生が住人となって町で

消費することになり、町の経済発展につながり、同時に町で働く若者の雇用も創出して

いる。日本語学校の校舎内に併設されている食堂で提供するランチは、町で採れた食材

を活用し、経済の活力を生んでいる。

外国人が住人となれば国からの交付税も増加する。国勢調査に基づく人口に応じて国

から地方交付税が交付されており、これには留学生も含まれる。例えば、留学生 280名

が人口にカウントされればその人数分の交付税が増える。町はその交付税を公共サー

ビスに還元している。具体的に言えば、高齢者タクシーのチケット配布や、保育サービ

スの充実、公共施設への投資、道路の補修、その他社会福祉に分配している。

過疎対策事業債、通称「過疎債」は過疎地域に指定された市町村が特別に認められた地

方債である。発行額に応じて国からの地方交付税が増額される過疎地域の貴重な財源

である。東川町は過疎債を取っていない。人口は増加しているため、過疎にはあたらな

いからだ。しかし、人口約 8,300人の町の財政は厳しい。

そこで東川町が活用しているのが外国人留学生の支援を目的とした国の特別交付税で

ある。年間約 4億円の町予算で、様々な事業を展開していて、その 8割が特別交付税と

して交付される。町立日本語学校のざっくりとした収支はこうだ。年間の授業料収入約

8,000 万円に対し、学校運営の支出は年間約 3～4,000 万円にとどまり黒字経営となっ

ている。では特別交付税は何に使われているのか。

まず町予算の 4 億円の中で、町独自の奨学金制度として留学生の授業料の 50％を交付

している。例えば、1年コースの授業料は 80万円なので、町がその 50％の 40万円を交

付する。また、全寮制の宿舎は朝夕の 2食付き 2人部屋で月額 6万 7,000円～7万 4,000

円の寮費がかかるが、このうち 4万円を町が奨学金として交付する。さらに町内に唯一

の専門学校の留学生にも同様の支援をしている。

それでは町予算 4 億円の自治体負担分の 2 割をどう賄っているのか。町が保有する学

生寮を第三セクターである株式会社東川振興公社に運営委託することにより、公社は

寮費の収入による利益を得るが、代わりに公社が管理するほかの施設の指定管理委託

料を減額することで、そのほとんどが賄える。つまり、4億円の予算を留学生の学費や

寮費の支援に活用し、その 8 割は特別交付税として国から交付され、町負担の 2 割に

ついては本来町が支出する指定管理委託料を予算から減額することで、予算の増大を

抑え実質の負担をゼロにしている。

地域限定のポイントカード「東川ユニバーサルカード（HUC：フック）」は、町内の約 100

店舗以上のお店で使えるポイントカードで、1ポイント 1円として使える。町で学ぶ留

学生に奨学金として付与するのは毎月 8,000 ポイント。生活者である留学生は喜んで

町内のお店で消費を始める。毎月の 8,000ポイント以上に、自分の財布からも消費する

から、買い物を通じて商店と留学生との交流にも華が咲く。

さらに町が力を入れるのは 5 年に一度の国勢調査である。人口一人当たりに対して国

から地方交付税が支給され、算出方法にもよるが一人当たり約 15万円程度の増収にな

る。留学生であっても国勢調査の基準となる 10月 1日時点で、3か月以上滞在してい

る、または 3か月以上滞在を予定していれば住人としてカウントされる。現在、町民の

うち 265 名は留学生。80 名は外国人定住者。この留学生の人口増加分で得られる財源

を町の事業に還元している。つまり住民としての留学生の増収分を、高齢者タクシーの

無料チケットや、子育て支援金、道路や建物のインフラ補修の財源に活用している。

東川日本語学校では、「単に日本語を教えるだけでなく、日本の生活習慣を学ぶ機会や、

茶道体験等を通じた日本人の心を学ぶ機会を設けており、日本人の住民とのトラブル

や苦情はあまり聞かない。留学生は小中学校の国際交流教科の時間や、地域の盆踊り・

敬老会などにも積極的に参加している。
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学生の募集は、海外に「東川町留学生支援事務所」を設置し、東川日本語学校の広報や

学生募集に加え、東川町の観光や物産の PRも行っている。また、学校には多文化共生

室が設置されており、留学生だけでなく、町内在住の外国人をサポートするための窓口

としても機能している。ベトナムやウズベキスタン等の国際交流員を町の職員として

配置して、外国人子弟の支援をしている。

募集定員は１年コースが 40 名、6 か月コースが 40 名、町内の学生寮で寝食を共にす

る。１日の授業は 45分 1コマの 4時間制。午後には自習・試験対策のほか、豊富に用

意された地域住民の主催する日本文化学習を選択して参加する。午後の自習時間を多

くとるため、短期間での日本語能力向上が可能。事実、日本語能力検定試験（JLPT）受

験者の合格率は非常に高い水準で推移している。

1～3 か月の短期日本語研修も継続しており、こちらは年間で多いときは 300 名弱の研

修生に日本語を指導する。日本語指導のほか、文化体験や自然体験もプログラムに組み

込まれており、町のファンを増やす仕組みが整っている。町が留学生専用の寮（定員

360）を用意。

日本語教師は元小学校教諭も多く、常勤が 6名、非常勤が 19名、課外活動専門のスタ

ッフが 1名の 26名体制で指導にあたっている。

学生の進路では、日本国内の大学や専門学校への進学、日本での就職を希望する学生が

増えて来ており、進学や就職する学生のサポートを、教員や多文化共生室が行うなど、

卒後の進路についても、支援体制が整っている。

２ 北工学園旭川福祉専門学校の外国人介護人材確保戦略： 自治体と介護施設の

連携による留学生経済支援策

東川町が留学生の受け入れに積極的に取り組んできた背景の一つに、少子化や大学へ

の進学希望者の増加を要因とする北工学園旭川福祉専門学校の学生数の減少があった。

そこで、町は同校と連携して、日本語学校等で日本語を学んだ留学生に、同校の介護福

祉科へ進学して、介護福祉士の資格取得を目指してもらう、外国人介護福祉人材の育成

に取り組んだ。

さらに、こうした介護福祉士を目指す奨学生を確保するため、2018 年、町が中心とな

って「外国人介護福祉人材育成支援協議会」を設立した。主な会員は、町周辺の 24市

町村と、その市町村にある福祉施設、北工学園旭川福祉専門学校で、奨学生に授業料や

教材費などを、奨学金として支援した。奨学金 250万円（年額）は、会員である市町村

が、奨学生にその市町村にある福祉施設で 5 年間働いてもらうことを条件に支給され

た。

北海道東川町は、介護人材を確保するため外国人留学生への奨学金制度の新設に乗り

出す。同町にある北工学園旭川福祉専門学校と連携し、留学生 1人に付き年間約 200万

円支給する奨学金を共同で創設するよう、道内の他の自治体に呼びかけた。同町をはじ

め道内では介護人材の不足が深刻さを増しており、卒業後に道内で働いてもらえる体

制を協力して築く。奨学金は返済不要の給付型。この奨学金は北海道から補填される。

北海道東川町などが介護人材を育成する制度を活用した北工学園旭川福祉専門学校

（同町）卒業した留学生 20人が、初めて道内 8町村の福祉施設に就職した。2021年度

の参加自治体は 21市町村に拡大した。

学生数３８９名のうち、外国人留学生は２４５名。その出身国の内訳はタイが１１２名

と半数近く、次いでベトナム、中国、インドネシアが多い。旭川福祉専門学校のある東

川町は、基幹産業である農業など自治体レベルで留学生の受け入れを推進しており、6

か国とエージェント契約を結んでいる。これまで培われた信頼関係により「日本で介護

を勉強したい」という人たちのニーズを把握できたことが、多くの実習生を招き入れる

ことができた要因の一つである。

北工学園旭川福祉専門学校は、日本で働きたい大卒以外の人たちの就労を支援するた

め、「登録支援機関」の資格を取得。10 月から卒業生が１人、特定技能で働いており、

来年以降もこうした分野を広げ、介護でもそうした学生の就労支援を検討中である。

旭川福祉専門学校では留学生の経済的負担の軽減として次の二つの制度も活用してい

る。

①福祉施設就学資金制度：就労予定先となる法人などが最大 175 万円を貸し付ける制

度。およそ 30施設で 80名分の修学資金枠があり、卒業後その法人に 3～5年勤務する

と返済義務が免除される。2018年 10月現在、全道 62法人が加盟しており、多くの施

設修学資金実施施設では施設見学、面接試験の際にかかる交通費・宿泊費を施設が補助

している。

②外国人介護福祉人材育成奨学金制度

外国人に自治体や高齢者施設が奨学金を給付、介護福祉士の資格を取得後の就労に繋

げるために、東川町が中心となって設立された「外国人介護福祉人材育成支援協議会」
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学生の募集は、海外に「東川町留学生支援事務所」を設置し、東川日本語学校の広報や

学生募集に加え、東川町の観光や物産の PRも行っている。また、学校には多文化共生

室が設置されており、留学生だけでなく、町内在住の外国人をサポートするための窓口

としても機能している。ベトナムやウズベキスタン等の国際交流員を町の職員として

配置して、外国人子弟の支援をしている。

募集定員は１年コースが 40 名、6 か月コースが 40 名、町内の学生寮で寝食を共にす

る。１日の授業は 45分 1コマの 4時間制。午後には自習・試験対策のほか、豊富に用

意された地域住民の主催する日本文化学習を選択して参加する。午後の自習時間を多

くとるため、短期間での日本語能力向上が可能。事実、日本語能力検定試験（JLPT）受

験者の合格率は非常に高い水準で推移している。

1～3 か月の短期日本語研修も継続しており、こちらは年間で多いときは 300 名弱の研

修生に日本語を指導する。日本語指導のほか、文化体験や自然体験もプログラムに組み

込まれており、町のファンを増やす仕組みが整っている。町が留学生専用の寮（定員

360）を用意。

日本語教師は元小学校教諭も多く、常勤が 6名、非常勤が 19名、課外活動専門のスタ

ッフが 1名の 26名体制で指導にあたっている。

学生の進路では、日本国内の大学や専門学校への進学、日本での就職を希望する学生が

増えて来ており、進学や就職する学生のサポートを、教員や多文化共生室が行うなど、

卒後の進路についても、支援体制が整っている。

２ 北工学園旭川福祉専門学校の外国人介護人材確保戦略： 自治体と介護施設の

連携による留学生経済支援策

東川町が留学生の受け入れに積極的に取り組んできた背景の一つに、少子化や大学へ

の進学希望者の増加を要因とする北工学園旭川福祉専門学校の学生数の減少があった。

そこで、町は同校と連携して、日本語学校等で日本語を学んだ留学生に、同校の介護福

祉科へ進学して、介護福祉士の資格取得を目指してもらう、外国人介護福祉人材の育成

に取り組んだ。

さらに、こうした介護福祉士を目指す奨学生を確保するため、2018 年、町が中心とな

って「外国人介護福祉人材育成支援協議会」を設立した。主な会員は、町周辺の 24市

町村と、その市町村にある福祉施設、北工学園旭川福祉専門学校で、奨学生に授業料や

教材費などを、奨学金として支援した。奨学金 250万円（年額）は、会員である市町村

が、奨学生にその市町村にある福祉施設で 5 年間働いてもらうことを条件に支給され

た。

北海道東川町は、介護人材を確保するため外国人留学生への奨学金制度の新設に乗り

出す。同町にある北工学園旭川福祉専門学校と連携し、留学生 1人に付き年間約 200万

円支給する奨学金を共同で創設するよう、道内の他の自治体に呼びかけた。同町をはじ

め道内では介護人材の不足が深刻さを増しており、卒業後に道内で働いてもらえる体

制を協力して築く。奨学金は返済不要の給付型。この奨学金は北海道から補填される。

北海道東川町などが介護人材を育成する制度を活用した北工学園旭川福祉専門学校

（同町）卒業した留学生 20人が、初めて道内 8町村の福祉施設に就職した。2021年度

の参加自治体は 21市町村に拡大した。

学生数３８９名のうち、外国人留学生は２４５名。その出身国の内訳はタイが１１２名

と半数近く、次いでベトナム、中国、インドネシアが多い。旭川福祉専門学校のある東

川町は、基幹産業である農業など自治体レベルで留学生の受け入れを推進しており、6

か国とエージェント契約を結んでいる。これまで培われた信頼関係により「日本で介護

を勉強したい」という人たちのニーズを把握できたことが、多くの実習生を招き入れる

ことができた要因の一つである。

北工学園旭川福祉専門学校は、日本で働きたい大卒以外の人たちの就労を支援するた

め、「登録支援機関」の資格を取得。10 月から卒業生が１人、特定技能で働いており、

来年以降もこうした分野を広げ、介護でもそうした学生の就労支援を検討中である。

旭川福祉専門学校では留学生の経済的負担の軽減として次の二つの制度も活用してい

る。

①福祉施設就学資金制度：就労予定先となる法人などが最大 175 万円を貸し付ける制

度。およそ 30施設で 80名分の修学資金枠があり、卒業後その法人に 3～5年勤務する

と返済義務が免除される。2018年 10月現在、全道 62法人が加盟しており、多くの施

設修学資金実施施設では施設見学、面接試験の際にかかる交通費・宿泊費を施設が補助

している。

②外国人介護福祉人材育成奨学金制度

外国人に自治体や高齢者施設が奨学金を給付、介護福祉士の資格を取得後の就労に繋

げるために、東川町が中心となって設立された「外国人介護福祉人材育成支援協議会」
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によって実施される独自の制度。道北を中心に正会員として 3町・9施設・学校、賛助

会員として 11市町、12施設が加盟している。

学費の 8割を国が特別交付金として自治体に交付する制度でまかない、2割を奨学金の

形で受け入れ希望施設と自治体が生活費と合わせて 2 年間で 500 万円程度（アルバイ

トをせずに生活できるレベルとして想定）を負担。資格取得には日本語能力 N2が必要

で、専門学校などで 2年以上学ぶ必要があるが、卒業後 3～5年奨学金を負担した施設

で働くことで返済が免除される。

2019 年 4 月外国人介護福祉人材育成支援協議会設立。介護現場における人材不足は

年々深刻化しており、これを補う外国人労働者の育成と受け入れ環境の整備が強く求

められている。本事業は日本への留学・就職を希望する外国人のための奨学金制度を設

け、奨学生の経済的な負担を減らすことで優れた人材を育成し、資格取得後は参加地域

の施設で 5年間働いてもらうことで、不足している人材を確保するための試み。

介護福祉士を目指す外国人留学生への支援として奨学金を交付。これにより、留学生は

授業料や寮費を負担することなく、さらに在学中の生活費も一部補助を受けることが

できる。

会員：東川町、鷹栖町、幌加内町、浜頓別町、滝上町、枝幸町、愛別町、猿払村、美瑛

町、南富良野町、豊富町、湧別町、幌延町、中川町、礼文町、木古内町、紋別法、島牧

村、中頓別町、津別町、黒松内町及びその市町村内にある社会福祉施設、旭川福祉専門

学校

参加条件：市町村と社会福祉施設が共同して事業に参加し、人材を育成。育成した外国

人介護福祉士を 5年間採用する。（以降本人希望により継続雇用可能）

参加負担：1自治体年間 30万円（負担金/年）※希望自治体の奨学生養成期間中の負担

学生 1人につき 250万円（奨学金/年、内訳：授業料、教材費、実習費、寮費、生活費）

オブザーバー： 北海道保健福祉部福祉局地域福祉課、上川総合振興局保健環境部社会

福祉課、北海道社会福祉事業団、北海道社会福祉協議会。

北工学園旭川福祉専門学校は、中頓別町と福祉等の人材発掘・育成に相互に協力するこ

とを目的に、2024年 8月 6日協定を締結。

1.保育・幼児教育、介護福祉等人材の発掘と育成

2.地域の魅力向上、地域経済の活性化等地域の発展を目指す取り組み

3.教育や文化資源を活用した教育、文化の振興と発展

4.その他目的達成のために必要な事項

会員自治体は特別交付税からの補てんがある。毎年 12月分の算定要領に、「留学生の支

援のために行う事業に要する経費があること」との記載で、財政力指数に応じて 0.8の

額が補てんされる。留学生の支援のために市町村が予算措置した額に対して最大 8 割

が戻ってくる。

正会員と学生のマッチングについては、学生が各市町村及び社会福祉施設を実際に回

って、施設との面談の中でお互いに気に入った所に決定している。対象となる学生が全

員バスで回っている。時期的には、5月の連休前後。

【引用サイト】

松下政経塾 2021/7/22 波田大専

https://www.mskj.or.jp/thesis/8785.html

国内初！公立日本語学校で外国人の移住を促進 ～北海道東川町の取り組み～

Higashikawa： The Town of Photograph

https://higashikawa-town.jp/portal/manabu/panel/58

東川町立 東川日本語学校

言葉が結ぶ人と社会 にほんごぷらっと 2018/2/26 阿久津 大輔

https://www.nihongoplat.org/2018/02/26/

Japan News Navi 2024 9/19

https://japannewsnavi.com/60723-2/

北海道東川町長「外国人であろうと人が住むことで町にとって極めて大きなメリット

がある」留学生呼び込みの為→授業料の半分を負担、家賃補助支援、留学生全員に、ポ

イントカード(買い物用)毎月８０００円分配布

西日本新聞 2019/4/21

https://www.nishinippon.co.jp/item/n/504364/

細る町、留学生に希望 町営で日本語学校・就職支援へ奨学金 定住促し担い手に 北

海道・東川町

北海道開発協会 開発こうほうマルシェ

https://www.hkk.or.jp/kouhou/file/no680mar_case-1.pdf

町立日本語学校による共生まちづくりへの挑戦～外国人とともに地域の活性化を目指

す東川町～
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https://ihatov.hokkaido.jp/2019y/post-971/971/

東川町と学校法人北工学園旭川福祉専門学校の取り組み

官民一体で保育士や介護福祉士の育成を

IHATOV 2023_11_04 伊藤孝

https://ihatov.hokkaido.jp/2023%e5%b9%b4/post-2605/2605/

東川町と北工学園、地域おこし協力隊 制度で福祉人材を育成中！
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